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在デンパサール日本国総領事館 海外安全対策情報 

（令和７年度第２四半期：７月～９月） 

 

１．犯罪情勢 

バリ州警察本部の発表によれば、犯罪の大部分は夕方午後６時から翌朝午前

６時に発生しているとの統計があります。もちろん、この時間帯以外にも注意を

払わなくてはなりませんが、夜間については、より一層の注意しなくてはなりま

せん。 

（１）凶悪犯（強盗・殺人・強制性交等） 

ア 日本人に限らず、提供された酒類を飲んで泥酔状態となり、性的被害に

遭う事案が発生しています。旅行などで気が緩みがちではありますが、安

全性を高めるためにも、泥酔するまで飲酒しない、初対面の人を信用しす

ぎないなど、行動に気を付けましょう。 

７月下旬、両替商を虚偽の理由で呼び出して、所持している多額の現金

を強奪しようとする被疑者が逮捕されたとの報道がありました。物品のネ

ット売買、不動産取引など素性がわからない相手、多額の現金のやり取り

が必須な取引の際には十分に気を付けて取引を行ってください。 

過去には侵入した犯人が銃器を発砲しオーストラリア国籍の２人を死

傷させる事件も発生しています。 

在宅時であっても施錠等を行って侵入防止対策をし、安全のための三原

則である「目立たない」「行動を予知されない」「用心を怠らない」を念頭

に行動してください。 

自らの身に同様の事件が発生した際には、抵抗することなく身の安全 

を第一に考えた行動を取り、付近で銃声などが聞こえた場合には不用意に

様子を見に行くことなく、できる限りその場から離れましょう。離れられ

ない場合は、一時的に安全な物陰（銃弾を止めることができる厚みのある

遮蔽物）に隠れてください。 

イ 比較的安全と言われる配車アプリですが、過去には配車アプリの運転 

手に刃物で脅され金品を奪われる事件などの凶悪事件が発生しています。

到着した車がアプリ上で表示されたナンバーと異なる等があった場合に

は利用を止める等注意を怠らないでください。 

ウ 引き続き、バリ島において公道でスピードを出し合うオートバイギャ 

ング等の存在が報道されています。彼らは交通量の少ない夜間に活動する

他、しばしばグループ同士の衝突や暴力行為に荷担していると言われてお

り、刃物等で武装している場合もあるようです。警察も夜間の警戒を強化

していますが、夜間、特に深夜の外出は十分注意するようにお願いいたし
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ます。また、外出時など、警察による職務質問等で身分証明書の提示を求

められる可能性がありますので、身分証明書を携行してください。 

 

（２）一般犯罪（窃盗・詐欺等） 

ア ひったくり・置き引き事件 

日本人を含む外国人のひったくり、置き引きの被害が発生しています。

ひったくりはバイクに乗った犯人にカバンなどをひったくられる際に転

倒するなどして大ケガにつながる恐れもあります。歩きスマホや深夜帯の

外出は被害のリスクが高まります。 

貴重品が外部から見える状態にあることは犯罪者から狙われる目印と

なりますので、十分ご注意ください。 

イ いわゆる「お金見せて詐欺」について８月に１件（未遂）、サヌールの

グランドハイアット付近で報告がされています。今までの事件の特徴とし

て、 

     ・欧米系の年配家族（子供連れのこともあり） 

     ・ドバイから来たと言う（今回は言わず） 

     ・日本のお札を見たい 

といった点が挙げられます。 

今回は、美味しいイタリアンレストランの場所を尋ねることをきっか 

けに話しかけられたそうです。「どこから来たのか」と聞かれ、日本だとい

うと「日本のお金はどんな色なのか」と自分の財布からお金を広げて、こ

の中のどんな色だ、と言い始めたことから、すぐに詐欺だと分かり、「お金

持ってない」とすぐに会話を打ち切って離れたため、被害は発生しません

でした。 

大切なことは 

    ・不審な言動に気づくこと 

    ・すぐに会話を打ち切ってその場から離れる事 

です 

ウ ホテル内の客室から現金や貴重品が盗まれる事件が発生しています。 

 客室内の小型金庫であっても過信せず、貴重品はしっかりと管理してくだ

さい。 

エ 日本出発前に e-VOAを申請・支払手続したところ、査証が取得できて 

いなかったり、高額な金額を請求される事案が引き続き発生しています。 

  正規サイトのアドレスは「https://evisa.imigrasi.go.id/」です。 

顧客から申し込みの情報を得て登録を代行するという合法的なビジネ

ス、いわゆる代行サイトも多くあります。VISA取得のための Rp500,000に

https://evisa.imigrasi.go.id/
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業者が取得代行費用として、費用を上乗せ請求しますが、この取得代行費

用が高額である旨の相談も引き続き寄せられています。 

e-VOA を取得の際に、公式サイトや信頼できる代行業者を選択すること

が重要ですが、過大請求などの被害にあった場合にはクレジットカード会

社に連絡して返金等の相談をしてください。 

また、バリでは 9 月 1 日から、また 10 月 1 日からインドネシアの全て

の空港等で「All Indonesia（ https://allindonesia.imigrasi.go.id/ ）」

への事前の申告が必要となっています。この偽サイト等についてはまだ報

告はありませんが、そのようなサイトが作られる可能性ありますので、公

式サイトからの登録であるかを常に確認するようにしてください。 

 オ ＡＴＭでの被害 

ＡＴＭカード挿入口に細工をしてカードが入らない状態にし、利用者が

戸惑っているところに、背後から助けるふりをして暗証番号を盗み、カー

ドをすり替える手口で 1 億ルピア以上の預金を盗まれる事件が発生してい

ます。ＡＴＭの利用は銀行内等の安全な場所を利用するようにしてくださ

い。 

（３）薬物犯（大麻・覚せい剤等） 

当館管轄州において、日本人が関連する薬物犯罪についての報告はあり

ません。 

一方で、警察等は取締りを強化しています。外国人を含む薬物関連被疑

者が逮捕されているとの報道は頻繁に行われており、さらには「War on 

Drugs（薬物との戦い）」という警察による警告看板が街中に建てられるな

ど、当館管轄州内において薬物が蔓延していると思われます。 

違法薬物に手を出してはいけません。薬物犯罪はインドネシアにおいて

は死刑を含む厳罰が科される重罪です。 

薬物取引のひとつの形態として、街路樹などに薬物の入った入れ物（封

筒など）を貼り付けておき、購入代金を支払った客にその場所を教えて取

りに行かせる受け渡し方法が報告されており、そのような薬物使用者を

対象とした警察のおとり捜査も行われているようです。 

樹木やその他の場所に置いてある（張り付けてある）不審物を不用意に

手にすることは思わぬトラブルに巻き込まれかねません。 

現時点で邦人のそのようなトラブルは報告されていませんが、不審物な

どに触ったり近づいたりしない様、十分ご注意ください。 

（４）入国管理法・国外退去処分等 

外国人の取り締まりを強化するとの警察発表がなされており、その一環

として、バリ州知事と入管総局バリ州事務所は SatpolPP や Pecalang（地

https://allindonesia.imigrasi.go.id/
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域の自警団）が入管と協力していくことを発表しており、人気が高い観光

リゾート地域周辺で巡回活動を行っています。外国人観光客に対し、パス

ポートなしでホテルを離れてはならないと警告が行われています。 

外国人は入管職員から旅券、ＫＩＴＡＳ、ＫＩＴＡＰ等の提示を求めら

れた場合には提示する義務がある旨が法律で定められています。旅券等の

身分証明書は必ず提示できるようにしてください。写真データなどは原本

の代用にはなりませんが、原本紛失時に備え、携帯電話の中に身分証明書

の写真データ等を保存することもご検討ください。 

また、資格外活動などの取り締まりも強化していると報道されています。

ご自身の滞在許可について再度確認し、「今までは大丈夫だった」等と安

易に考えずに確実に滞在許可を取得してください。 

また、滞在許可延長等の手続きを代行する業者が適切な手続きを行わず

不法滞在となった事例も発生しています。このような場合でも国外退去を

含む厳しい措置が執られます。業者に依頼される場合には、正しい滞在許

可が取得できているか等を確認するようにしてください。 

（５）日本へのお土産（日本での検疫） 

検疫上インドネシアから日本国内への肉類の持ち込みは原則としてで

きません。肉製品などの畜産物を日本国内に違法に持ち込んだ場合、300

万円以下（法人の場合 5000 万円以下）の罰金又は 3 年以下の懲役が科せ

られます。逮捕事例も発生していますので、お土産等で日本国内に持ち帰

らないでください。 

 

３．テロ・爆発物事件情勢 

（１）当館管轄州において、テロ・爆発物事件は発生しておらず、具体的な危険

情報はありません。しかし標的となりやすい場所（政府・警察関係施設、宗

教関連施設、外国人が多く集まる場所、観光地等）を訪れる際には、周囲の

状況に注意を払い、万一不審な人や物、状況を察知した場合には、速やかに

その場を離れる等自身の安全確保に努めましょう。 

（２）２０２４年は前年に引き続きインドネシア国内においてテロ攻撃事案は発

生しませんでした。しかし、これは治安機関等が多くのテロ容疑者を摘発し

た結果、発生しなかったと言われており、インドネシアがテロの発生しない

安全な国になったわけではありません。引き続き注意が必要です。 

テロは組織的なものの他、ローンオフェンダーと呼ばれ国外での事件等の

影響を受けた個人が行うテロも世界各地で発生しています。国外のテロ情勢

も含めて情報収集と警戒に努めてください。 
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４．デモ・抗議活動等 

２０２５年８月３０日（土）の夕方、バリ警察本部前で数百人の学生とバイ

クタクシー運転手による抗議デモが行われました。ジャカルタでのデモ中、警

察がオンラインバイクタクシー運転手が警察車両により轢過され死亡したこ

とに対して抗議するためです。その後、デンパサールのバリ州議会（DPRD-Ba

li）前においても同様の抗議デモが発生、深夜の２時まで続き、警察はデモ参

加者 138人を拘束しました。 

また、西ヌサ・トゥンガラ州マタラムにおいても州警察本部及び州議会（DPR

D）庁舎前において、数千人規模の同様の抗議デモが発生、州議会庁舎に抗議

デモ関係者が放火建物全体が全焼しています、 

その後、当館管轄州においては、大きな抗議デモは確認されていませんが、

普段から小規模なデモや集会は散見されています。デモ等に遭遇した時は絶対

に近寄らないように注意しましょう。 

 

５．交通事故等 

（１）交通事故 

バリ州警察本部の発表によると 2024 年のバリ州での交通事故による死傷

者は 11,177 人でこの内死者は 622 人となっています。2023 年の死亡者 655

人であり、ほぼ同数の件数となっています。この内外国人の関わるものは 2

3件で死亡は 12件となっています。 

昨年の 12 月には邦人旅行者が歩行中にバイクにはねられ死亡する事案も

発生しています。車やバイクによる無謀な運転による事故は安全運転をして

いるだけでは、そのような無謀運転者による貰い事故を防げません。危険を

予測し、危ない運転をしている車には近づかないなどの防御運転が必要です。

また、比較的安全とされるタクシーに乗車中の交通人身事故も発生していま

す。助手席はもちろん、タクシーの後部座席乗車であっても、乗車ベルトは

必ず装着して乗車して下さい。 

（２）船舶事故 

事故や故障が原因の転覆等で乗船者が死亡する事故が多く発生していま

す。７月上旬にはギリマヌクを出発してバリ島に向かっていたフェリーが

沈没し、19 名が死亡し、10 人以上が行方不明になっている他、８月上旬

にはヌサペニダからバリ島に向かっていたスピードボートが沈没して３

人が死亡しています。また、沈没には至らない船の火災なども多く発生し

ています。 

船舶の運行会社には安全性に疑問のある会社も多くあるのが現状です。

信頼性のある代理店、運行会社選びは非常に重要です。船などに救命胴衣
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が備え付けられていなかったり、乗船名簿が作られていなかったりする安

全意識の乏しい運航会社も多くある他、保険加入も進んでいないと言われ

ています。乗船前に不安を覚えたら乗船しないことも視野に入れて慎重に

行動してください。 

 

（３）水難事故 

日本人が宿泊場所に併設されたプールやシュノーケリング中に亡くなる

事案が多く発生しています。その他の外国人の海での死亡事故も頻発してい

ます。ビーチ等ではライフセーバーの配置のないところがほとんどです。穏

やかそうに見えても、危険な海が多いので遊泳が可能か十分に確認してくだ

さい。 

長時間のフライトにより来島した場合など、自分でも気づかず疲れていた

り、体調が悪化している可能性がありますので、十分な休養を取る様にして

ください。 

また、早急な救急救命のためには、海外旅行傷害保険の情報や親族等によ

る治療費の保障が必要になる場合があります（治療費の支払い保証が医療機

関へ伝達されないと治療を開始してくれない場合があります）。これらの情

報について、日本の家族やダイビング会社に共有する等の対策をしてくださ

い。 

また、マリンスポーツは保険適用外である場合があります。ご加入の保険

はその適用範囲について確実に確認して下さい。 

（４）歩行中の事故 

 有名観光地付近の歩道で工事中のため大きな穴がいあており、転落して大

けがを負う事故が発生してます。路上、施設内を含めて十分な安全対策が取

られていない箇所が非常に多いです。歩行中にもこのような事故に遭う恐れ

があるので、歩きスマホを控え、周囲に注意を払ってください。 

（５）健康管理 

 通常服用している薬等を自己判断で中止して深刻な事態となる事例が続

いています。既往症については海外旅行傷害保険が適用されず、高額な医療

費や帰国のための費用を自己負担する必要が発生する場合があります。環境

が変わるとそれまでコントロールできていた疾病が再発あるいは急変する

ことがあります。通常服用している薬がある場合には、必ず携行すると共に、

服用を自己判断で止めず医師の指示に従ってください。 

 

６．自然災害 

（１）地震 
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  当館管轄州において小規模な地震は発生しています。携帯電話アプリ（I

nfo BMKG）や BMKG（気象気候地球物理庁）の Instagram や Web サイトなど

での情報収集に努めて頂くと共に、関連する災害や事故に巻き込まれないよ

う身の安全の確保に努めて下さい。 

緊急備蓄遺品、ハザードマップの確認や緊急時の集合場所について家族で

話し合ってください。また、当館作成の資料をご確認ください。 

「安全の手引き（自然災害対策）」 

 https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100604543.pdf 

また、被害にあった方、または被害にあった方を認知した場合には、総領

事館にご連絡下さい。 

（２）気象 

間もなく雨期が始まろうとしていますが、土砂災害や倒木の被害が引き続

き発生しています。木が倒れて走行中の車が下敷きになる死亡事故は毎年数

多く発生している他、観光地においても倒木が発生して犠牲者が出ています。 

（３）火山 

東ヌサ・トゥンガラ州フローレス島の Lewotobi Laki-Laki（レウォトビ・

ラキラキ）山が断続的に大きく噴火しています。その影響でングラライ空

港を含む広い範囲で航空便の欠航や空港閉鎖が発生しました。遠隔地の噴

火でも影響を受けることがあります。警戒レベルも頻繁に変更されますの

で、「Magama Indonesi」等、インドネシア当局から最新情報の入手に努め

てください。 

（４）洪水 

   ７月上旬に西ヌサ・トゥンガラ州マタラム市内において洪水が発生し、床

上浸水の被害が発生しています。 

９月中旬にバリ州、西ヌサトゥンガラ州の広い範囲において発生した大雨

の影響で多くの地区で洪水が発生しました。 

洪水発生の場所を事前に予測することは難しいですが、雨水を排水する

排水溝などがゴミで詰まり、排水できずに低地に水が集まり浸水したとされ

ています。滞在先などを選定する際は、立地条件を確認して低地を避けるな

どのできる限りの想定をして防災に努めてください。 

・標高を調べるサイトのリンク 

https://en-gb.topographic-map.com/map-klps8/Indonesia/?center=-8.

67337%2C115.23761&zoom=16&popup=-8.67358%2C115.2381 

 

７．その他の感染症情報 

（１）狂犬病 

https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100604543.pdf
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当館管轄州において今年に入って日本人の感染情報はありませんが、動物

に咬まれる事例は頻発しています。当地は依然として狂犬病へのリスクが非

常に高い状態です。狂犬病ワクチンが不足する時期もあるようですので、動

物に噛まれない対策を取ると共に、噛まれる等した場合には医師の診断を受

けて指示に従いましょう。 

7月中旬にバドゥン県畜産局はバリ州南クタ郡が狂犬病感染が広がってい

る警戒エリアになっていると警告しており、地方だけでなく、外国人が多く

訪れるエリアでも感染のリスクがあります。また、サルによる口咬事案が多

発しており、狂犬病のリスクは犬だけでなく、感染している他の哺乳類から

の危険性もあることに十分ご留意ください。 

（２）デング熱等 

 雨期は例年デング熱等の蚊が媒介する感染症の患者が増加します。蚊に

刺されないことが対策の基本となります。自宅周辺で蚊が発生する水たま

りを極力減らすこと、虫除け薬の使用、長袖長ズボンの着用等が対策とさ

れています。なお、2025年 9月までの時点でバリ州でデング熱による死亡

例が 14件報告されています。 

（３）メチルアルコールの接種による健康被害 

安価な酒類は密造された可能性があり、本来の飲酒に適した酒類には 

含有しないメチルアルコール（メタノール）が含有している可能性があり

ます。メチルアルコールは工業用アルコール（溶剤、燃料、洗浄液、防腐

剤など）として広く使われており、飲用は一切できませんが、密造酒にコ

スト削減やアルコール度数を高める目的で混入されることがあり、人体に

対して強い毒性を示し、死亡したり、永久的に失明したりします。過去に

はいわゆる地酒であるアラックにメチルアルコールが混入されており、被

害者を出した事例も報道されています。出所不明の酒類は絶対に飲酒しな

いようにしてください。 

 

８．対日感情 

対日感情は基本的に良好であり、特段の変化は見られません。しかし、上

記１．（４）のとおり、外国人による犯罪や迷惑行為に厳しい目が向けられ

ています。バリ州知事から発出された「国の安全や公共の秩序を守り、文化

的で品位のある質の高いバリの観光を実現するため、外国人観光客の義務と

して法令厳守やバリの伝統を敬うこと等の義務項目、禁止項目」を守ってく

ださい。（以前は義務１２項目、禁止８項目でしたが、「外国人観光客徴収金

（いわゆる観光税）の支払い」が義務に追記され、義務１３項目、禁止８項

目となりました。）これらに違反する外国人観光客に対しては、有効な法令
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に従って制裁や法的手続き措置を取るとされています。 

 

９．日本企業の安全に関わる諸問題 

報告はありません。 

 

10．その他 

（１）パスポート紛失 

パスポート紛失が多く発生しています。空港到着時やホテルチェックイ

ンなどのパスポート提示の際に発生することが多いようです。パスポート

を提示した際には必ず返却されたかを確認してください。また、紛失が確

定した際には早急に当館へご連絡ください。 

（２）海外旅行傷害保険の加入 

邦人旅行者が滞在中に重度の体調不良となって入院するケースが以前

より継続して散見されます。 

当地においては、医療は非常に高額であり、前金や保険会社の支払い保

証がなければ治療してもらえないことが一般的です。 

旅行に際しては、海外旅行保険への加入を強く推奨いたします。クレジ

ットカードに付帯する海外旅行保険は、適用される条件が厳しく、保険金

額も低い傾向があります。マリンスポーツは保険適用外の場合があります

ので、規約を必ずしっかりと確認してください。 

（３）日本旅券申請から交付までの必要日数の増加 

２０２５年３月２４日から、旅券の作成方式変更（日本国内ので集中

作成）により、全ての旅券は申請から交付まで約 1か月程度必要です。お

持ちの旅券の有効期限を確認いただき、更新が必要な場合には早めの申請

をお願いします。  

（４）交通違反 

    交通違反での検挙についての報道が目立っています。改造車両の運転や

無免許運転、無謀運転は現に慎んでください。日本で取得した運転免許証

はインドネシアでは有効ではありません。運転すれば無免許運転です。日

本で取得した国際運転免許証もインドネシアでは有効ではないので、運

転すれば無免許運転です。 

（５）ドローンの持ち込み、飛行許可について 

ドローンの飛行には趣味目的や業務目的関係なく、航空法令やその他

様々な厳しい規制がありその規制を理解せずに安易に飛行させることは大

きなリスクを伴います。 

最終的な判断・ルール変更はインドネシア側に決定権があるため、イン
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ドネシア側の機関に確認することをお勧めします。 

また、ドローンの電池（リチウム電池など）の航空機持ち込みについて

も、発火の恐れから航空会社の厳しい規定がありますので、こちらは航空

会社への問合せ、確認をして下さい。 

法令による規制にあたらなかったとしても、その土地毎による管理者が

個別に禁止していれば当然ながら飛行させることはできず、飛行させた場

合は、ドローンの没収や破壊、神聖な場所を穢したことによるお清めの儀

式費用の高額な請求などが想定されます。 

飛行させる場所の管理者にも個別に確認した上で許可を得る事が必要で

す。(了) 


